
　下記により差押財産の公売をするので、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定によりその例による
こととされている国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び第99条の規定により公告します。

名称・性質・所在・その他 数量

C1 別紙のとおり 1 10,000円 100,000円

以下余白

開　札

　令和6年7月4日午後2時 場所

　2　公売保証金納付後でなければ、入札することはできません。
　3　一度行った入札は、変更又は取消しできません。
　4　最高価申込者の決定前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたとき、その他必要と認められるときは、公売
　　　を中止します。
　5　見積価額以上の入札者のうち、最高価額で入札したものを最高価申込者と決定し、売却決定を行います。なお、最高価申込

そ 　　　者決定時においては、KSI官公庁オークション　ログインIDを最高価申込者氏名とみなします。
　6　入札による公売については、最高価額の入札者が複数あるときは、開札日のうちに、それらの者による追加入札を行います。
　　　追加入札該当者が追加入札期間中に追加入札を行わなかった場合は、当初の入札と同額で入札したものとみなします。
　　　ただし、追加入札後も最高価額の入札者が複数あるときは、くじ（自動抽選）により最高価申込者を決定します。
　7　入札による公売については、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保
　　　証金額を控除した金額以上のもの）による入札者に対し、次順位買受申込制度の適用があります。ただし、次順位買受申込
　　　制度の適用は、入札時に申し出た者に限ります。なお、次順位買受申込者決定時においては、KSI官公庁オークション
　　　ログインIDを次順位買受申込者氏名とみなします。

の   8  買受代金の納付前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたときは、売却決定を取り消します。
　9　買受代金を買受代金納付期限までに納付しないときは、売却決定を取り消します。この場合、公売保証金は市に帰属します。
10　公売財産の公売に伴う危険負担の移転の時期は、当該財産の買受代金の納付があったときとします。なお、許可又は承認を
　　 必要とする財産はそれを得たときになります。また、引渡しを行う財産については、買受代金納付時点の現況有姿により引き
　　 渡します。
11　市は公売財産について契約不適合による担保責任を負いません。
12　紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム等の不具合等により公売を中止することがあります。
13　入札者等が自己に関わる情報等を第三者に知られ若しくは不正に使用される等により損害を受けた場合、一宮市は何ら補償

他 　　 しません。
14　公売参加申込期間及び入札期間には、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システムのシステムメン
　　 テナンス等の期間を含みません。

　上記公売財産の換価代金について、配当をうけることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権利を有する者は、売却
決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を一宮市長まで申し出てください。

買受人の資格要件 　インターネット公売システム上に掲示する一宮市インターネット公売ガイドラインのとおり
　1　公売財産の入札をしようとする者（以下「入札者等」という。）は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続が必要です。

配当を受ける者の権利の届出

公売場所
　紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上
　ホームページURL(https://kankocho.jp/gov/6066160256/?p=au)

売却決定   一宮市役所　3階　財務部納税課
代金納付期限 　令和6年7月4日午後2時30分

公売方法 　インターネット公売によるせり売り
公
売
日
時

せり売り
　公売参加申込期間：令和6年5月31日午後1時00分から令和6年6月17日午後11時00分まで　

　入札期間　　　　　　：令和6年6月24日午後1時00分から令和6年6月26日午後11時00分まで　

　令和6年6月27日午前9時30分

公売公告兼見積価額の公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一宮市告示第    号

令和   年    月    日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一宮市長　　中　野　　正　康

公
売
財
産
・
公
売
保
証
金
・
見
積
価
額

売却区分
番　　　号

公　　　売　　　財　　　産
公売保証金

見積価額
（最低入札価額）

217号
6 4 25



見積価額
(最低入札価額) 100,000 円

公売保証金 10,000 円

一宮　400　さ　7800

平成26年8月6日

平成20年9月

小型

貨物

自家用

キャブオーバ

トヨタ

ABF-S402U

2人

1130kg

2040kg

S402U-0000561

3SZ

427cm

167cm

189cm

1.49L

ガソリン

610kg

520kg

令和6年8月6日

オートマチック

右

W09（ホワイト）

126,558km　（令和6年4月2日現在）

奥いきいきセンター敷地内倉庫
（一宮市奥町字八瀬割２８）

車両及び装備は代金納付時の現況有姿により

引き渡し。

売却区分番号 Ｃ１

公売財産

自動車

自動車登録番号

登録年月日

初度登録年月

自動車の種別

用途

自家用・事業用の別

車体の形状

車名

型式

乗車定員

車両重量

車両総重量

車台番号

原動機の型式

長さ

幅

高さ

引渡条件

総排気量

燃料の種類

前前軸重

後後軸重

有効期間の満了する日

ミッション

ハンドル

車体の色

走行距離

引渡時保管場所



・ 鍵　　　　1個

・ 自動車検査証　1枚

・ 自動車損害賠償責任保険証明書　1枚

・

・ 取扱書、メンテナンスノート

（状態）

・

・ 燃料の残量は僅かです。

・ 車両の移動等のため、走行距離が増える場合があります。

・ 荷台に木の板が敷いてあります。

・ 運転席シートに破れがあり、養生テープで補強されています。

・ 左前バンパーにゆがみ、助手席側ドアにへこみが見受けられます。

・ 外装及び内装に、使用・経年による汚れ、傷、塗装剥がれ等があります。

・ 右テールランプが割れていますが、点灯します。

・

・ 掲載している写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。

・ エアコン吹き出し口の切り替えができません。

・ 車載工具はありません

・

・ エンジンをかけた状態で、鍵が抜けます。

・

（その他）

・ 自動車税の未納は令和5年度時点ではありません。

・

・

公売財産の概
要及び利用状
況等の内容

（付属物）

上記事項は専門的な知識を有しない職員の目視により確認して
おり、正確な内容を保証するものではなく、すべての車両状況を
確認しておりません。いかなる場合でも、返金・返品・交換はできま
せんので、状態が気になる方は、下見会でご確認ください。

公売財産内の動産類について、所有者から処分に対する同意書
が提出されていますが、全て買受人の責任により適法に処分等す
る必要があります。

一宮市は、当該財産が車検に適合するかについて確認しておりま
せん。新規検査を受ける際、買受人の負担で修理等をする必要
が生じる可能性があります。

必ず一宮市インターネット公売ガイドラインをご確認し、了承され
た上でご参加してください。

令和6年4月2日時点ではエンジンの始動を確認しておりますが、
引渡時点においては、バッテリーが上がる等により始動しない可
能性があります。

自動車リサイクル関係証明書（預託証明書、使用済自動車引取証
明書、資金管理料金受領証）

車外から鍵がかかりません。車内からドアを閉めた状態であれば
かかります。



①前　②右側　③左側　④後

売却区分番号 Ｃ１

写真①

写真②



写真④

①荷台　②ダッシュボード　③メーターパネル　④リヤエンブレム

①右前輪　②右後輪　③左前輪　④左後輪

売却区分番号 Ｃ１

写真③



①左前バンパーゆがみ　②左ドアへこみ　③右テールランプ割れ　④付属品

売却区分番号 Ｃ１

写真⑤


